
公 共 下 水 道 使 用 料

下水道を使用すると、流した汚水の量に応じて使用者から下水道使用料をいた

だくことになります。この使用料は、終末処理場・中継ポンプ場の

運転経費や,施設管理費用等にあてられます。

使用料表 （１ヶ月分、消費税込）

＊上記には消費税及び地方消費税を含んでいます。

下水道使用料の計算方法は

① 水道水だけを利用されている場合、水道の使用水量により下水道使用料を計算します。

② 井戸水だけを使用されている場合

世帯構成員１人１ヶ月７㎥として算出した水量により下水道使用料を計算します。

（例）４人世帯の場合 ７㎥×４人＝２８㎥が使用水量となります。

③ 水道水と井戸水を併用して使用されている場合

世帯構成員１人１ヶ月３.５㎥として算出した水量に水道使用水量をあわせた水量により下水道使用料を計算

します。（ただし、これにより算出した水量が家族１人１ヶ月あたり７㎥で算出した水量に満たない場合は、

家族１人１ヶ月７㎥で算出した水量により下水道使用料を算定します。）

（例）4人世帯の場合

3.５㎥×４人＝１４㎥と

水道使用水量をあわせた水量が

使用水量となります。

基本使用料
超過使用料

（１立方メートルにつき）

１０立方メートル以下

1,078 円

１０立方メートルを超え

２０立方メートル以下の分 137.5 円

２０立方メートルを超え

６０立方メートル以下の分 165.0 円

６０立方メートルを超え

２１０立方メートル以下の分 198.0 円

２１０立方メートルを超える分 225.5 円

デザインマンホール蓋

福崎町のキャラクター「ガジロウ」と

「フクちゃん・サキちゃん」を中心に、

播但線・七種の滝・もちむぎが描かれています



下水道使用料早見表（２ヶ月使用料・消費税含む）

（計算例）使用水量が２ヶ月で４８㎥の場合、１ヶ月分を１/２の２４㎥とします。

０～１０㎥まで 基本使用料 1,078 円

１１～２０㎥まで 137.5 円×１０㎥＝１,375 円

21～24㎥まで 165.0 円×4㎥＝ ６60円

計 3,113 円

２ヶ月分計 3,113 円×２ヶ月 ＝ 6,226 円

ご負担いただく金額は、１０円未満を切り捨てた６，２２０円となります。

下水道使用料の徴収開始時期・納付者

実際に下水道に汚水を流し始めた日から使用料をいただくことになります。

納付者は実際に汚水を公共下水道に流して使用する方になります。

納付の方法

・水道水を使用している場合

水道料金と一緒に、２ヶ月ごとに口座振替または送付する納付書で納めてください。

・水道水以外（井戸水等）を使用している場合

２ヶ月ごとに口座振替または送付する納付書で納めてください。

下水道使用者の変更などは

下水道使用者の変更や、下水道の使用を休止、廃止、再開されるときは、必ず上下水道課

まで届け出てください。

使用水量 下水道使用料 使用水量 下水道使用料 使用水量 下水道使用料

～２０㎥ ２,１５０円 ３２㎥ ３,８００円 ４４㎥ ５,５６０円

２１ ２,２９０ ３３ ３,９４０ ４５ ５,７３０

２２ ２,４３０ ３４ ４,０８０ ４６ ５,８９０

２３ ２,５６０ ３５ ４,２１０ ４７ ６,０６０

２４ ２,７００ ３６ ４,３５０ ４８ ６,２２０

２５ ２,８４０ ３７ ４,４９０ ４９ ６,３９０

２６ ２,９８０ ３８ ４,６３０ ５０ ６,５５０

２７ ３,１１０ ３９ ４,７６０ ６０ ８,２００

２８ ３,２５０ ４０ ４,９００ ７０ ９,８５０

２９ ３,３９０ ４１ ５,０７０ ８０ １１,５００

３０ ３,５３０ ４２ ５,２３０ ９０ １３,１５０

３１ ３,６６０ ４３ ５,４００ １００ １４,８００


